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1920年代の朝鮮における夜学に関する歴史的検討

一農民夜学を中心にして一

金　　子 満★

1．研究の課題

　戦後の軍事独裁体制から「民主化特別宣言」（1987年）を経て、言論の自由が保障されるように

なった90年代の韓国において、植民地期の歴史に対する再認識の必要性が各学問分野で叫ばれて

いる。

　80年代および90年代の韓国における様々な思想の変容を書き記したサ健次著r現代韓国の思想』

（岩波書店　2000年）においては、韓国における「近代化」の台頭時期をめぐる議論の根幹に位置

する、植民地期の歴史認識に関する厳しい指摘を行っている。サは、これまで韓国の歴史研究に対

し、「反共産主義の政治風土のなかで進められ、軍事独裁体制が強要する歴史教育によって一定の

歴史認識が育まれてきた」と述べながら、これらの歴史研究が、「新しい民族国家の建設を支える

民族的エネルギーの結集と民族的アイデンティティーの確保という課題をになった歴史研究では

あったが、それは実際には、植民地時代の無慈悲な暴力と収奪を描写し、歴史の主人公であるはず

の民衆の姿が見えない歴史となり、いわば日本史の裏面史、つまり日本帝国主義史という性格を帯

びることになった」1と指摘している。また植民地支配下にあった朝鮮、台湾を中心に総督府の統治

政策の特質を文化統合の視点から明らかにしょうとした駒込武は、「（これまでの日本植民地支配に

関する研究が）r罪業』意識を紋切り型の表現で抽象化する一方、植民地支配の体験とイメージの

空洞化を助長する役割を果してきたのではないか」2と述べ、研究者自身が、諸地域の政治的・文化

的な独自性と民族自決への主体的な動きとを無視する傾向にあったと批判している。

　9や駒込の主張に共通している点を挙げるとすれば、それは従来の植民地史研究に対するパラダ

イムシフト3の必要性と植民地支配下における民衆の生活史や教育史への接近である。これらの動

向は、植民地期における社会教育史研究においても同様に語られるようになった。現在の韓国にお

ける社会教育および成人教育に関する概念の混乱は、被植民地期における社会教育史研究の未成熟

さにも原因があると指摘した韓崇煕は、社会教育の導入が「官が政治的目的として圭潮（ママ）す

る用語として朝鮮の独立や朝鮮の知識人の民族的自主精神と教育的余波を遮断するために用いられ

た国民宣撫工作用の教化活動」4であったとする韓遵相の研究視点に対し、さまざまな疑問を投げか

けている。韓崇煕は、日本で社会教育という用語が登場する明治時代から乗杉嘉寿が社会教育課長
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として就任する大正時代において行われてきた社会教育が、官主導のみでなく、民衆らによる社会

教育の受容と自主的な学習・教育運動によって発展してきたことを述べながら、韓国社会教育の概

念を考える上で非常に興味深い視点であるとしている。5そして韓三三もまたサや駒込と同様に、

韓国における社会教育史研究全般、とりわけ植民地時代にさかのぼる研究に対して、民衆教育史の

視点から明らかにしなければならないと指摘している。

　韓国社会教育の導入期に関する研究は、金道沫r1920年代の社会教育政策jr光州大学論文集第

19号』（1979）、李明實「1920年前後における社会教育政策の転換」r朝鮮史研究会論文集　38』

（朝鮮史研究会論文集　2000年）、拙稿「1920年代の朝鮮社会教育の歴史的検討」（日本社会教育

学会紀要No37　2001年）などが挙げられるが、これらの研究蓄積は、韓国社会教育史研究の深

化・発展を促す重要な作業を行ってきたといえる。特に民衆教育史からのアプローチという点でみ

ると、1920年代の朝鮮における普通学校への就学率の低さを指摘し、学校不二学者による学校外

教育活動に関する研究の必要性を指摘した李明實および古川宣子の視点は、本研究のモチーフと一

致する。特に古川は、植民地占領下におけるさまざまな教育活動を分類しながら、これらの活動を

様々なファクターを通して考察する必要性について述べている。しかし、いまだに韓国社会教育史

とりわけ植民地期における研究は、不振を極めており、分析の対象となる史料の整理そのものが十

分になされていない状態であることも指摘する必要があろう。

　以上にも明らかなように、植民地期における歴史認識のパラダイムシフトは、決して単純な作業

ではなく、韓崇煕が指摘したように植民地期の韓国社会教育史研究の未成熟さを克服する過程にお

ける多角的な研究視点と継続的な研究蓄積によってはじめて形づくられるものであると考える。

　これらを考察した上で、本研究の意義を次のように考える。

　植民地時代における社会変動論、経済構造論、植民統治論、そして民族解放運動論などは、数多

くの研究成果を残しているが、植民地支配下朝鮮における社会教育に関する支配政策と、被支配下

における民衆の学習・教育活動の実態および関連性を究明する研究は、絶対的な不足状態である。

そのため、社会教育史研究は、社会科学の一分野として十分な理論を持っていない状態であるとい

える。本研究は、日本植民地支配下の朝鮮における社会教育の性格究明を官民両サイドからのアプ

ローチによって、吟味する必要性を念頭におきながら、とりわけ研究蓄積が不足状態にある、朝鮮

民衆における学習・教育活動を明らかにすることを目的としている。このような研究は、これまで

一面的にしか捉えられてこなかった植民地期における社会教育に対するパラダイムシフトを模索

し、そして最終的には、韓国社会教育の理論構成の確立に十分に寄与するものである。

　21世紀を迎え、時間の経過とともに史料の収集および分析が困難になりつつある現在、社会教

育の理論構築だけでなく、植民地支配下の朝鮮民衆の生きた歴史が「統制」「収奪」という暗い闇

のなかに埋没されてしまうまえに、早急に取り掛からなくてはならない研究であることを両国の研

究者は認識しなければならない。
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2．研究の対象

　本研究の課題と意義について述べてきたが、実際にこれらの課題を明らかにするためには、膨大

な時間と史料を必要とする事はいうまでも無い。特に植民地支配に関する歴史認識のパラダイムシ

フトは、多角的な視点を必要とするために、国境や諸研究分野を越えた研究とならざるをえないこ

とは明らかであり、これらの課題を吟味するための基礎的な史料の蓄積や吟味が不十分である点は、

前述した通りである。やはりまず必要とされるのは、これらの問題意識を明らかにするための基礎

資料の蓄積と吟味である。

　そこで本研究では、これらの作業の一環として、植民地支配下朝鮮における民衆教育史の視点か

らのアプローチを試みながら、次のように研究対象を設定している。

　まず第1に本研究では、1920年代の朝鮮民衆による学習・教育活動を中心に着目している。

1920年代という設定は、1919年の「3・1運動」以後、朝鮮全土に爆発的に広がった「民衆教育

運動を意識した結果である。この時期の民衆教育運動は、魯栄澤の言葉をかりて言うならば「こ

れまで、総督府によって弾圧を受けつづけてきた宗教団体や言論団体だけでなく、李朝時代から教

育の機会を抑圧されてきた農民、労働者、女性、白丁たちもふくめた教育運動」6であり、まさに朝

鮮民衆の学習・教育活動が、全国的規模で自主的・主体的に展開されたという点でこの年代に着目

している。

　第2に本研究では、研究対象を1920年代における「夜学」に限定している。一般的に「夜学」

という名称は、「私設学術講習会を夜間に実施した場合、即ち夜間に教授する場合」7に使用され、

昼間に実施されるものと区別されている。当時の社会的背景からも考えられるように、夜学の経営

者や学習者たちのほとんどは、昼間何らかの仕事に従事しており、これらの学習施設は、主に夜間

に開かれる場合が多かったため、学術講習会という名称を使わずに「夜学」と称された場合が多

かった。このように夜間に実施される学術講習会を広く「夜学」と称していたために、夜学の形態

は非常に多様であった。夜学の名称も、「農民夜学」「労働夜学」「青年夜学」「女子夜学」等、学習

の対象者を表したものもあれば、「光州労働夜学」というように、当時の地名や団体名を使用した

ものも多かった。筆者が本研究において夜学に着目した点は、以下の2点である。一つは、夜学の

「自主的性格」である。夜学の多くは、地方有志や知識人たちによって設立されたものであり、設

立当初より、民衆啓蒙運動的な性格を帯びていた。しかし、その多くは経営難に陥る場合が多く、

その度に地域住民たちの協力によって継続されたケースが数多く見られ（詳しくは4章に記載）、

これら夜学は、地域住民と非常に密接な関係があった。二つは、「支配権力からの解離性」である。

1910年代から20年代における民衆教育の拠点として「私立学校」や「書堂」そして「夜学」が挙

げられるが、まず私立学校は、「私立学校令」（1908年）によってすでに統監府による干渉を受け

ており、その後の支配政策過程において厳しい差別政策および同化政策を受けることとなる。一方、

総督府からの干渉をその施設の性格上うけることが少なかった書堂や夜学は、「支配権力からの解

離性」という点で、比較的自由な学習・教育活動を展開しており、より民衆に近い学習・教育活動
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であった事が予想される。もちろんこれらの視点も1920年代における幅広い学習・教育活動を表

現する一側面に過ぎないが、これまで表面的にしか整理されてこなかった民衆教育活動を知る上で

も重要な一視点であると考えられる。

　第3に本研究では、「農民夜学」に着目している。1919年の「3・1運動」の中心的勢力が農民

であったように、1920年代における民衆教育の中心は朝鮮全土の約80％以上を占める農民達で

あった。これら農民達は、1906年から1918年の約13年間にわたり実施された「土地調査事業」

にみられるように、帝国日本による巧妙な土地収奪政策によって土地を奪われ、「火田民」8等の貧

困階層を形成するものも多かった。「土地調査事業」における被害が識字と深く関係していた点な

どをふまえ、当時の農民達が、学習・教育活動の必要性を強く感じていたことは、むしろ自然なこ

とであったといえる。こうした農民達を救うために設立された「朝鮮農民社」は、各農村に農民夜

学を設立し、農民の自立を支援するための識字教育および農業技術教育を施した。これらの学習・

教育活動は、「3・1運動の成果によって拡大された国内合法活動の領域を利用した民衆による

教育運動であり、この時期、様々な学習・教育団体が形成されたのである。朝鮮農民社は1925年

設立後、約3年間という短い期間に、全国に約158箇所の支部を形成し、正確な数字は把握できな

いものの、各支部ごとに農民夜学の設置と夜学の教師育成を行っていたことが明らかとなっている。

また朝鮮農民社では、農民夜学で識字教育の教科書として数多く使用された？農民読本』の出版も

行っており、当時の農民夜学に対して多大な影響を与えていた。

　以上のように本研究では、1925年に設立された朝鮮農民社によって設立運営された農民夜学を

中心に、その学習施設の性格と特徴を吟味している。その際、農民夜学の基本的な性格を知る上で

重要であると考えられる教科書r農民読本』にも着目している。

　本研究において明らかになる、朝鮮民衆による豊かな学習・教育活動の展開は、当時の時代背景

を反映したイデオロギー的な部分はあるにせよ、全ての朝鮮民衆の学習・教育活動を「抗日運動」

や「抵抗運動」と結び付けるという従来のパラダイムからの脱皮を図る上で重要な作業となるであ

ろう。これらの作業を通して筆者は、「民族抹殺政策」「愚民化政策」等の従来のパラダイムに対す

る、再検討の必要性について示唆するつもりである。また、韓遵相が指摘した韓国社会教育に関す

るパラダイムに対しても、同様の視点から検討をおこなうつもりである。結果的にこれらの作業は、

「地球の反対側から井戸を掘る」ことになるかもしれないが、少なくとも冒頭での問題提起が、マ

クロな視点のみで明らかにされるとは思えない。むしろ歴史の事実を丁寧に明らかにしていくミク

ロな視点の積み重ねこそが、歴史認識のパラダイムシフトを考察する基礎研究となると考えられる。

　尚、本研究で使用した史料は、主にr東亜日報』やr東日日報』等の新聞史料のほか、「朝鮮農

民社」が出版した機関誌r朝鮮農民』r農民』などである。また「朝鮮農民社」に関する先行研究

として、飛田雄一r日帝下の朝鮮農民運動』（未来社　1991年）、西條勉「朝鮮農民社の自立経済

運動」（r新人間』新人間男　1984年　421号）、魯栄澤「日帝下農民の契と共同組合研究」（r韓国

史研究』42号、1983年）、趙一一「朝鮮農民社の農民運動と農村夜学」（r韓国思想』16号1978

年）をもとに、できるだけイデオロギー的な分析や表現に対する再検討をおこなった上で、客観的
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な事実を明らかにする努力をおこなった。

3．朝鮮農民社における農民啓蒙運動と農民夜学

1）朝鮮農民社の設立背景

　1905年明乗煕によって結成された天道教は、19世紀に農民達の問で広く支持されていた東学思

想の後継として、東学思想を近代的に継承する民族宗教であった。天道教は100万の信徒を持つ朝

鮮半島最大の民族宗教団体へと成長し、1919年の「3・1運動」では、仏教界、基督教界になら

ぶ3大勢力としてその一一翼を担うほどであった。「3・1運動」以後の植民地政策はさらに強化さ

れ、朝鮮民族に対する弾圧が深刻になるなか、天道教は合法的な宗教的活動の範囲内で教勢拡張と

民族運動を展開しながら政治的には農民政党としての天道教青年党を組織し、この天道教青年党の

基盤内に農民団体として「朝鮮農民社」が創設された。9

　1925年9月に天道教青年党の趙基琴、開町明編集局長の金凹田らの発議によって、「朝鮮農民社」

設立に関する会合が数回にわたり開かれ、1925年10月29日にソウルの鐘路において正式に「朝鮮

農民社」が創設された。この日の総会において、鮮干全（東亜日報　嘱託）、李昌輝（弁護士）、朴

墳照（東亜日報　記者）、金剛淵・岡岬烈（朝鮮日報　記者）、金起呼（天道教青年党、開關社編集

局長）、趙基琴（天道教青年党）、崔斗先・李敦化（天道教青年党）、朴思稜（天道教東京宗理院）、

金艮町（地方活動家）、黄英換（東京留学生）、金顕哲（時代日報社　記者）、李晟換（東京留学生）

ら、14人が理事として選出され、その中で李晟換が1930年4月まで理事長を務めた。10これら朝鮮

農民社の理事の約4割が新聞記者であり、朝鮮農民社の母体である天道教関係者よりも上回ってい

る点が特徴的である。

　1933年の朝鮮総督府の史料によれば「農民運動は叙上の如く目下系統を異にせる3個の指導機

関に統括されつつある」11と述べており、その3個の指導機関のひとつが朝鮮農民社であった。

1920年代前半に様々な農民団体によって大規模に展開された小作争議が、20年代後半にかけて行

き詰まりを見せるなか、朝鮮農民社は、これまでのような地主との戦いによって地位を向上させて

いくという方向ではなく、農民自身の経済的基盤を確立していくことを通して農民の地位を向上さ

せていくことを目指した団体であった。

2）朝鮮農民社の今町と「社友制」の採択

　朝鮮農民社の設立時における規約は以下の通りである。12

1、本社の目的は朝鮮農民の啓発である。

2、右、目的を達成するために機関雑誌r朝鮮農民』を発行する。

3、広く社友を募集する。社友は、毎年金1円を負担し、機関雑誌の配布を受けるほかに、本社が

　　定めた特典をうける。

4、本社の事業を特別に賛助するものを特別社友とする。
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5、本事務を執行するための理事若干名を置く。

　これらの規約にもみられるように、朝鮮農民社は、機関誌r朝鮮農民』の発刊普及を優先的な事

業として推進していたため、創設当初は、農民雑誌の出版社としての性格が強かった。しかし、全

国各地に支部をつくり、また社友が集中している地域では社友会を組織するなど、次第に具体的で

且つ能動的な活動へと転換するようになる。

　組織と事業の拡大のために社友を広く募集しようと考えていた朝鮮農民社は、「社友募集趣旨」

を機関誌r朝鮮農民』に掲載した。その結果社友の数は増えつづけ、全国各地に社友会が結成され

るようになる。これに対し朝鮮農民社は、「社友会規則」を設け、積極的に支援することを決めた。

「社友会規則」は、まず第1に、満14歳以上の農民大衆たちで組織されたものを「朝鮮農民社○○

社友会」と称し、第2に、社友会の目的は社友の親睦をはかり、農民の智友的啓発と団体的訓練を

期するとし、第3に、この目的を達成するために①冬期農民夜学会②農民読書会③簡易農民展覧会

④農民運動会⑤農民娯楽振興会⑥懇談討論講習会⑦農事問題研究会⑧農民巡回文庫設置⑨農民の家

建設等の事業を社友会運営事業として直接施行するように規定している。これらの実態は、機関誌

r朝鮮農民』の社告欄において「新設支部」および「新設社友会」として紹介されており、支部は

郡単位で設立され、社友会は里および邑単位で設立される傾向にあった。その後1928年2月14日

の理事会において、①いままでの支部をそのまま農民社出版部の支部と定義し、一方であたらしく

郡農民社を組織する。社友会を里（洞）農民社へと変更し、農民社本部→郡農民社→里（洞）農民

社という関係を新たに組織する。②社友を社員へ改称する。社員は農民社本社または郡下民社に所

属する。③中央理事会・郡理事会に庶務部・経理部・教養部・斡旋部・宣伝組織部・著書出版部を

置くという3つの組織改編がおこなわれることが決定された。

　以上のように朝鮮農民社は、機関誌r朝鮮農民』による知識の啓蒙や情報の提供をおこない、さ

らには、読者を社友会として組織させ、農民達の学習・教育活動を支援するための様々な事業を展

開していたことがわかる。

3）朝鮮農民社による農民啓蒙運動

　1926年6月、機関誌r朝鮮農民』において「農村啓蒙特集号」13が発行され、朝鮮農民社の理事

長であった李晟換は、農民啓蒙運動の目標と活動方向について次のように提示した。

農民啓蒙運動の目標

我々の生きる道である我が言葉と文字を学びましょう。そうすれば、それをもって我国の自然

と歴史と現代に対する実生活と、またこれらの要求をよく理解し、よく探究し、よく話し合い

をしましよう。このことを中心にしながら民衆の力を集中統一しましょう。これを成し遂げる

ためには、朝鮮農民が目覚めなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1926年11月22日（李晟換）
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　また李下換は、同情において「日帝の統治下で苦しむ民衆を救済するためには、何よりも民族運

動、実力運動、社会運動を展開し、農民大衆を覚醒させなければならず、この方法としては、とり

あえず農民教育をとおして、科学的、思想的な自己批判ができる民衆となれるようにしなければな

らない。」14と主張している。

　以上のように李晟換は、総督府による「土地調査事業」や「産米増殖計画」などの農村政策に翻

弄され、苦しい生活を強いられていた朝鮮民衆に対し、彼らが自立するための基礎的な教育を教授

しなければならないと考え、農閑期を利用しながら全国的な農民啓蒙運動を展開すべきであると主

張したのである。また李晟換が「農民啓蒙運動の目標」で述べているように、朝鮮農民社では、農

民達の識字教育を重要課題と捉え、機関誌r朝鮮農民』のなかで識字教育の教科書としてr農民読

本』（第5章にて詳述）を掲載するなど具体的な識字教育運動を展開しようとしていた点にも注目

したい。李晟換の考えに賛同した地方の農民社は、具体的な日程を設定し、中央本部へ講師の派遣

依頼を送るなど積極的な活動を展開した。

　1926年と1927年に実施された例を見てみると次の通りである。15

1926年ll月上旬から11月下旬

1926年12月上旬から12月下旬

1926年11月中旬から11月下旬

1926年12月上旬から12月下旬

1927年1月上旬から1月下旬

1927年2月上旬から2月下旬

1927年1月上旬から1月下旬

1927年2月上旬から2月下旬

平北地方一帯（講師　李晟換）

平南地方一帯（講師　李晟換）

威南地方一帯（講師　黄永暦）

慶南地方一帯（講師　黄永換）

全北一帯（講師　李晟換）

黄海一帯（講師　李晟換）

慶北一帯（講師　黄永換）

忠北一帯（講師　黄永換）

　1926年11月5日、下北地方安州支部主催で開かれた農民講習会は、約600名の農民の参席があ

り、講師として招かれていた李晟換は、「朝鮮救済の根本問題」という演題で2時間にわたる講演

を行った。またll月8日に開かれた、平南地方平壌支部主催の講習会では、800名を越える農民

達が参加し、「現朝鮮の農村問題」という演題で①朝鮮の経済的事情②農村問題の重要性③農民教

育の思想などに関する李晟換の講演が行われた。16

　こうして各地方ごとに展開された農民講習会は、それぞれの地方の農民社を中心に運営され、こ

れらの活動が少なくとも厳しい生活条件にあった農民達に活力をあたえる起爆剤として機能したと

考えられる。また約800名を越える農民講座参加者たちの多くは恐らく社友であったと考えられ、

農民教育の重要性や農民の自立の精神が、社友会組織の末端にまで広がっていったことは想像に難

くない。第4章では、こうした農民啓蒙運動に啓発された各地方の農村青年やリーダーたちによっ

て行われた農民教育活動、特に「農民夜学」について分析を試みる。
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4。朝鮮農民社の農民夜学活動

1）農民夜学の設立背景

　日露戦争を境に、朝鮮半島に対する保護国化が推進されてから「3・1運動」が展開されるまで

の間、朝鮮民衆は、「普通学校令」（1906年）、「第1次朝鮮教育令」（1911年）に見られるように、

教育機会に対する厳しい制限を受け、結果的に従属的な地位へと押しやられていた。しかし、

「3・1運動」を境に「武力」による支配から、「文化」や「教育」による統治へと総督府の政策が

大幅に修正されたことにより、これまで抑圧されてきた朝鮮民衆による教育要求が解放され、全国

的な教育運動が展開することになる。特に1920年代は、「3・1運動」の成果によって拡大された

国内合法活動の領域を利用した民衆による教育運動が全国各地の農村まで爆発的な広がりを見せた

年代でもある。

　この民衆による教育運動の特徴は、これまで総督府によって弾圧を受けつづけてきた宗教団体や

言論団体だけでなく、李王朝時代から教育の機会を奪われてきた農民、労働者、女性、被差別階級

である白丁たちも含めた教育運動であったということである。彼らは、個人の発展と生活の向上の

ためにこれまで社会的に抑圧され制限されてきた教育に強い関心を示した。総督府は、こうした民

衆の学習意欲を満たすべく「第2次教育令」を公布し、本土と同水準の教育制度を構築することを

目指し、「三面一校計画」を推進する。しかし、これら公立の教育施設で学ぶには、年齢制限や高

額な学費などの諸条件により、当時大多数を占めていた貧困層にとっては、非常に困難iな状況で

あった。

　こうした貧困層のために、地方有志、青年会、婦人会、農民団体、宗教団体によって、私設の講

習所が全国的に設立されたのである。これら講習所では、貧困層のための識字教育を行うと共に、

これまで就学の機会を失い、貧困のため学校に行くことができなかった成人達に対する基礎教育も

行ったのである。当時の朝鮮民衆は、社会的・経済的背景のため、「夜学」の形態をとる場合がほ

とんどであり、夜学という名称と学習形態は、朝鮮半島全土に広がりをみせることになる。このよ

うに夜間に実施される　学習会を広く夜学と称していたために、夜学の形態は非常に多様であった。

2）朝鮮農民社による農民教育の推進

　本節では、r朝鮮農民』1926年11月号に掲載された内容をもとに朝鮮農民社による農民教育の

推進内容について明らかにする。

　朝鮮農民社では、従来の農民夜学、労働夜学、農民講習会などの農民教育の形態と内容を、より

組織的・体系的に実施するための農民教育の実施方法に対して次のように一般基準を樹立させた。

①中央に農民教育の指導を目的とした機欄を設置すること。②地方に部落を中心とした短期農民学

校を設立すること。③農民教育のための基本財産を確保するための寄付金等をおこなう財団を設立

すること。④農民啓蒙と農民思想を統一的に指導する農民雑誌や図書を刊行することなどである。

　中央農民教育機関とは朝鮮農民社本部であるが、主な事業として「農民学校」の運営をおこなつ
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ている。具体的には、以下の6つが挙げられている。①農民学校の設置を一部落単位とする。②農

民の農閑期を利用し、11月1日から次の年の2月末日までの4ヶ月を農民教育期間とする。③農

民学校の生徒は男女老少を差別せず、非識字児童と成人に朝鮮語による基礎教育の充実と初歩的な

知識をもつ者としての生活教養教育を実施する。④農民学校の教室は、部落にある建物の空き部屋

等を使用する。⑤農民学校の教科書は、中央機関で編纂刊行するr農民読本』を無料または実費負

担程度で配布し、教授用語は朝鮮語のみを使用しなければならない。⑥農民学校は、同志や有志た

ちと提携しながら各地の青年団体と連絡関係を結び、農民学校の教材には青年修養、団体生活など

青年運動の発展に寄与しなければならない等である。

　朝鮮農民社では、以上のような農民教育実施方法を掲げることによって、既存の農民夜学はもち

ろんのこと、地方農民社の主要な活動としての農民夜学が増加し始め、その他にも農民講座や、農

村巡回講演会などが、郡・里の農民社（社友会）の主要事業として展開されている。これらの活動

のさらなる発展のために朝鮮農民社は、「農村教育者表彰制度」を実施し、農民夜学のために力を

尽くした農村教育者を表彰した。農村教育者の表彰は、農民夜学または農民講習会の教師と維持責

任者を対象に、功労と業績を審査したうえで決定される。表彰されたものは、本社の記念品と感謝

状が送られ、特典として機関誌r朝鮮農民』の1年間無料贈呈を受けることが出来るとしている。17

3）農民夜学の形態と教育内容

　これまで、朝鮮農民社の農民夜学の設立背景および農民教育の展開について述べてきたが、史料

的な制約もあり、朝鮮農民社によって設立された夜学の詳細を明らかにすることができなかった。

そこで本節では、朝鮮半島の北西に位置する平安道地域の夜学の事例をもとに農民夜学の実態に迫

ることにする。

　r東亜日報』に掲載されている平安道の夜学235校のなかで、設立者がはっきりと明示されてい

る155校をもとに、分類してみると表1の通りである。

表1　平安道地域の農民夜学設立者 （単位　校）

地方

L志

青年 農民

c体

教育

@関

労働

c体

宗教

c体

官制

c体

留学

ｶ会

夜学 学友 少年 合計

75 33 21 9 6 3 2 2 2 1 1 155

『東亜日報』1925～1930年をもとに作成

　平安道の夜学設立の主体は、地方有志48．4％で一番比率が高く、その次が青年会で21．3％であ

る。地方有志とは、当時の農村の現状を改革することを目指した青年や知識人、またはその地域に

おいて発言権や経済的影響力をもっていた中小地主階級などである。彼らの多くは、日本での留学

経験を持つ者や、私立学校等で教育を受けた者たちであり、当時の貧困児童が基礎的な教育を受ら

れなかったという現状を解決すべく夜学を設立しようと考えたのであった。例えば、1927年10月

2日ウィジュ郡ウォルファ面の青年達は、農民の識字教育の必要性を切実に感じ、紫雲夜学を設立
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した18。また、ヨンチョン郡ヤングァン面のチェ・ウォンチョル氏は、近隣の無産児童（貧困児童）

達が、学費がないために、学校にいけないことを残念に思い、農民夜学を設立し、全経費を負担し

ながら50余名に教養をあたえたと紹介されている。19地方有志が夜学を設立する場合、夜学の経費、

施設、教材まで含めてすべてを負担していたため、経営難に陥る場合が多く、住民達の援助によっ

て成り立っているものも数多く存在した。なぜならば夜学は、非正規の私設教育機関であったため、

総督府からの財政的な支援を受けることができなかったためである。

　平安道地域において経営に関する記事が記載されている夜学は、40校にしか満たず、全体の

17％程度であった。これは、正確な分析とはいえないが、その40校のうち15校が生徒負担であり、

農民団体が後援しているところが13校、設立者が負担している所が6校で、有志が負担している

ところが4校であった。この比率を見る限り、夜学の経費は生徒負担の場合が多い。この夜学経費

における生徒負担は、生徒達の共同作業によって賄われている場合が多かった。ウィジュ郡クァン

ソン面の夜学では、学生たちが共同出資によって土地を購入し、この土地から生れる収益金を夜学

の経費に当てており20、カンドン郡ウォンタン面の夜学では、農閑期を利用して働いた労働収益金

を集めて夜学費用としていた。また円山郡鐵山面道三里の有志たちは、夜学を設置するための経費

調達として、住民達から「かます」　2iを毎月2枚ずつ収集していた。22

　以上のように夜学を存続させるために、住民達が団結し、共同出資を行う事例が数多く見られる。

これらの事例によって、夜学が教育機関としての意味をもつだけでなく、夜学を取り巻く地域住民

達の相互扶助や連帯感を生み出す役割を果していたことが窺える。

　朝鮮農民社によって組織的な支援をうけた農民夜学は、1920年代の後半にかけてその数を増加

させていった。朝鮮農民社の丁丁郡支部においては、郡内の農民夜学が約130校で、正確な調査を

受けた100校の農民夜学の生徒数は男子が3，914名、女性が754名であり、調査されなかった30校

の夜学まで入れると、当時の郡内の私立普通学校の生徒数4，500名より、はるかに多くの者が農民

夜学に参与していたことがわかる。23もちろん、農民夜学の性格が11月から2月までの農閑期を利

用しながら展開してきたことを考えると、単純に私立学校の生徒数と比較することはできないが、

短期間といえどもかなりの数の生徒が、農民夜学に参加していたことは明らかである。

　農民夜学の運営経費は、生徒負担、有志・篤志家の賛助金、学友会、青年会、社友会などで負担

する場合などさまざまであるが、朝鮮農民社の支部、郡・里洞の農民社社友会が支援することも多

かった。夜学の場所は、設立者の家、貸家、公会堂内、天道教堂、教会内、青年会館など多様であ

り、地域民衆達による募金、篤志家の寄付金、土地や建物の寄付などによって夜学会館を開館する

こともしばしば見られた。

　これら農民夜学の運営上、常に問題とされたのは、夜学教師の確保と教科書などの教材不足であ

る。夜学の教師の多くは、現教職員や中学校学生、地域における知識層などであり、ある地域では、

教師不在のために夜学を開設できなかった場合もあった。また無報酬であった夜学教師は、自分の

余暇を利用しながら行うボランティア的な性格であったため、教師の確保は困難を極めた。これら

の事態を重く見た朝鮮農民社は、農村教育を体系的に教えることができる教師を養成するために
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「中央農民学校」を設立させた。農村教師の養成は、1年に10奉ずつ、朝鮮13道各地において農村

教師を約1年間で養成する。養成対象資格は20歳以上で身体が健康であり、科学的素養と道徳的

品性を持ちそろえたものである。そして農村教師となったものは、社会的指導者として農村に派遣

され「農民学校」を組織し、r農民読本』等を教材として農民講習所や農民夜学において農民教育

を実施すると述べられている。

　つぎに教科書の問題であるが、夜学の教科書として特に朝鮮語の教科書の不足によって朝鮮語教

育は大きな支障をきたしており、代替として普通学校の教科書を使用する場合が多かった。しかし、

農民夜学の性格に適応しない等の問題が浮上するようになり、これらの問題を解決するために農民

夜学では、朝鮮農民社が編纂したr農民読本』を識字教育の重要教材として活用した。これら農民

夜学の教材に関しては、第5章で考察することにする。

　これらは、機関誌r朝鮮農民』で紹介されている農民夜学のほんの一部分であるが、これら農民

夜学は、経営費の負担や教材不足そして教師確保の問題など、様々な困難に直面しながら、展開し

てきたことが窺える。例えば前にも述べたように、経営費の問題において地域住民たちの募金など

によって運営を継続していた夜学などは、地域住民と非常に密接な関係を持ちながら、これらの困

難を主体的に乗り越えようとする取り組みがそこに存在していたことを示している。

　農民夜学に関する詳細な分析は、夜学という教育機関の性格上、なかなか把握しづらいものであ

るために、非常に困難iな作業であるが、機関誌r朝鮮農民』やr東亜日報』において紹介されてい

る夜学の活動状況をみる限りにおいて、各地域ごとに数多くの農民夜学が設立されており、民衆に

一番近い教育施設として活発に学習・教育活動を展開していたことを表している。

5．農民夜学の教材としての『農民読本』

　朝鮮農民社の出版事業において初めて農民啓蒙のための書籍を発行したのがr農民読本』である。

このr農民読本』は、機関誌r朝鮮農民』の創刊号から3回にわったって連載されたものを単行本

としたもので、農民啓蒙の指針書として、農民夜学の教材として活用された。朝鮮農民社の中央理

事長を務めていた的野換が直接執筆したr農民読本』は、上・中・下の3巻で構成されており、そ

れぞれ上巻が1927年、中巻が1928年、そして下巻が1930年に発行されたものである。李晟換は、

このr農民読本』が、農民夜学や労働夜学において活発に使用されることを要求した。

　以下では、李晟換が書き記したr農民読本』の序文を多少長いが紹介する。

私たち朝鮮農民社は“農民読本”を発行する。これは朝鮮人の文盲を退治24しょうとすること

が目的である。1千5百万の労農群衆の文盲を解きほぐす事、これはまさに朝鮮的大事業であ

る。・一・なぜならば第1に、労農群衆の文盲を退治させることは、新朝鮮建設の基礎工事であ

ることと、第2に、この基礎工事には特別な道具と良工を要することが理由である。…・これ

を要約して言えば、まず第1に、いまだに労農群衆の文盲退治に適切な教材がなく、また、こ

一　95　一



金　子 満

のような事ができる教育的専門家がいなかったことである。しかし、これらを他人がしてくれ

ることだと思ってはいけない。私たち労農群衆の力で教養機関をつくらなければならず、私た

ち労農の仕事場にこの教材を置き、私たち労農群衆の中から実際の教育家が現れなければなら

ない。だからこそ、私たち農民の力で形成された朝鮮農民社がこの使命を担う機関とならなけ

ればならず、文盲退治の必要を休まず叫ばなければならない。その結果全朝鮮労農群衆の仕事

場に農民夜学、労働夜学などの教育機関が私たちの同志の手で雨後の筍のように設立されてい

る。このように私たち労農群衆の仕事場での材料を採取し、“農民読本”という成人教育文盲

退治用の教科書を発行するに至った。

　このように農民のための新朝鮮建設のために全体国民の大部分を占める農民や労働者の識字教育

が急がれていたために朝鮮農民社は、各支部組織と協力して農民夜学と労働夜学の設立と拡散を推

進させ、これに必要な教育教材としてr農民読本』を刊行したことを強調している。このr農民読

本』は、単純に識字教育用の教材であるだけでなく、農民達に対する学習・教育運動を鼓舞する内

容にもなっている点に注意したい。

　r農民読本』の実際の内容構成であるが、r朝鮮農民』に収録された順序で紹介すれば、まず上

巻の第1課「自修大学」、第2課目農民」、第3課「農奴」、第4課「農民と独立自営」、第5課「農

民と共同精神」、第6課「農民と経済生活」があげられる。次に中巻は、第1課「両班と農民」、第

2課「労働神聖」、第3課「智慧と権勢」、第4課「虚飾の仮面」、第5課「早婚の弊」、第6課「衛

生と健康」、第7課「自由」、第8課「平等」である。まず上巻は、ハングルがほとんど解らない人

を対象に、ハングルの発音から、筆記方法などに至るまで、ハングルをやさしく習得できる内容と

なっているのが第1の特徴である。第2の特徴は、農民が現在置かれている地位や経済状況につい

ての具体的な内容が記されている点である。また中巻は、上巻で学んだハングルの知識の範囲内で、

農民の実生活に直接関係した自然科学、手紙の書き方などを盛り込んだ内容であり、決して難しい

言葉は使わず、初歩的な単語を使って説明している点が第1の特徴であり、第2の特徴では、「自

由」や「平等」など、当時の厳しい占領政策を間接的に批判する内容を扱っている点である。この

「平等」というタイトルでは「人の上に人はなく、人の下に人はない。人はみな平等だ…　　土地

を耕して労働する。ここにご飯と服と家と知識と権利が無いことはありえない。仕事をせず食べる、

これは社会の盗賊である。盗賊が支配する世界は平等ではない。平等は私達が取り戻す。」25と述べ

ており、教材を通して労働者に平等の権利があることを強調している内容であった。また各課にお

いて「教える人たちに対する注意点」という項目が設けられ、ハングルの教授方法を解説しており、

学ぶだけでなく、教える側を考慮したものであったことも注目できる。

　下巻は、r朝鮮農民』に1926年2月号から3度にわたって連載された内容を別冊として発行した

ものである。下巻にもなると上、中巻で見られた語学習得の要素は消え、中身も「政治的概念と社

会科学的知識を習得する必要性を感じ、社会的知識酒養と政治教育を中心とした内容」になってい

る。
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　このようにr農民読本』は、ハングル習得だけでなく、農民の生活上必要とされる知識の習得を

目指し、さらには、世界情勢を理解できる農民を育成しようとする幅広い内容のものであった。特

にr農民読本』の上、中巻は、農村夜学のハングルの教科書と使われ、成人に対する識字教育とし

ての役割をはたすことが多かった。

　以上のようにr農民読本』は、第3章における朝鮮農民社の活動にも明らかなように、全国的な

規模で知られることとなった。儂民読本』の序文で筆者の李晟換が述べているように、農民に対

する識字教育の必要性と農民の自主自立精神を期した内容は、広く朝鮮農民に受け入れられたのは

いうまでもない。特にこの時期、朝鮮農民社に代表されるような各種団体によって運営されていた

農民夜学では、朝鮮語教育に関する教科書が圧倒的な不足状態であったため、このr農民読本』を

使用したケースが多かったであろうと考えらえる。少なくとも1928年の時点で全国に137箇所設

立されていた朝鮮農民社の支部や、里下単位で設立されていた「社友会」等が、農民啓蒙運動の一

環として使用していたことは、朝鮮農民社の運営規定にも見られるように明らかである。

　この他にも農民夜学で使用された教科書は、膨大な数にのぼると思われるが、1920年代後半に

かけて徐々に厳しくなっていく出版物への検閲に引っかかり、発禁処分になるケースも数多く見ら

れる。本研究で中心的に使用している史料であるr朝鮮農民』においても各号によっては発禁処分

を受け、出版されなかったものも多数存在する。これらの史料を丁寧に発掘する作業は、今後の夜

学研究及び民衆教育史研究において、非常に重要な部分であると考えらえる。

まとめ

1）朝鮮民衆による学習・教育活動にみられる自立性と多様性

　本研究によって明らかにしてきた朝鮮農民社を中心とする農民啓蒙運動は、主に識字教育に重点

を置いていたことがわかる。日韓併合後の「土地調査事業」、そして日本の米騒動に起因した「産

米増殖計画」などは、総督府による非常に巧妙な支配政策であったが、これらの支配政策から自分

達の生活を守るためには、まず文字を覚えることが必要であったことを考えると、まさに生活に密

着した朝鮮民衆による学習・教育活動であったといえる。そのなかで、朝鮮農民社が組織した地方

農民社や社友会による農民啓蒙運動は、これまで教育から疎外されてきた農民達に対し、文字を普

及させ、農業生産技術を教授し、そして抑圧された農民に自立の精神を持たせるという単なる上意

下達的なものではない、多様な学習・教育形態であった。これらの事実を見る限り、朝鮮民衆たち

の活発な学習・教育活動が、「私立学校令」や「書堂規則」等の厳しい支配政策によって萎縮させ

られたとは思えない。もちろんこの時期に「日本語の強制」や「民族抹殺政策」が行われなかった

と言いたいのではなく、「罪業意識の紋切り型表現によるイメージの空洞化」を避けるためにも、

農民夜学にみられる朝鮮民衆による学習・教育活動の自立性と多様性をより詳細に明らかにしてい

かなければならないと考える。

　また、農民夜学の経営における地域住民との共同的な性格は、これらの学習・教育活動が、地域
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住民たちによって支えられながら展開していたことを表しており、朝鮮民衆の歴史が生き生きと描

かれている点も踏まえて今後の研究対象として吟味していかなければならないと考える。

2）農民夜学における初等教育機関としての役割

　これまで朝鮮農民社が運営する農民夜学の実態について明らかにしてきたが、これら夜学の機能

として一・番注目すべき点は、朝鮮半島の朝鮮人、特に貧困層や被差別階級を対象とした初等教育機

関としての機能である。夜学は、正規学校への就学が困難な児童達に対する就学の機会を与えると

ともに、すでに成人し、就学の機会を得ることができなかった民衆達に対しても初等教育を保障す

る場となった。

　日韓併合後の植民地教育政策は、修業年限を4年とし、「初等教育及職業教育ノミ」に限定し、

「帝国ノ和平ヲ害ス」る恐れのある高等な学校は作らず、「民度二相応セル簡易ナ施設」にどどめる

べきであるとした。こうした総督府施政における朝鮮人教育への不誠実さは、朝鮮人の公立普通学

校就学率にも現れている。佐野通夫の試算によれば、1920年の時点で3．7％、25年には13％、30

年に14．5％程度にすぎなかった。26もちろん、朝鮮人達が反日的な感情により意図的に普通学校で

はなく、私立学校等に通ったというケースも多かったと考えられるが、公立普通学校への就学率の

低さから考えても、公立学校の絶対数は非常に少なかったといえる。

　そもそも総督府は、学校教育の普及に熱心ではなかったのである。20年代前半の第2次朝鮮教

育令によってようやく重い腰をあげ、1928年には1面1校主義の計画を立てたが、この成果は浸

透せず、時代の変遷に従い人口が増加し、教育要求もそれと同時に高潮したため、教育施設は常に

不足状態であり、入学難問題は、大きな社会問題となっていた。

　また、多くの反体制勢力を教育してきた私立学校や二二は、公立普通学校に比べ圧倒的に多かっ

たが、これらの学校も歴史的に中産階級以上を対象としていた傾向があり、朝鮮半島の全人口の約

80％以上を占める農民達や、総督府の厳しい土地収奪政策によって土地を奪われた貧困層に対す

る教育機関は、非常に乏しかったといえる。

　以上のように当時の圧倒的な教育施設の不足状況のなかで、特に財政的に貧しかった地方の農村

では、正規学校よりも、書堂、講習会などの民衆教育機関が初等教育機関としての：重要な役割を果

たしてきたのであった。

1

2

3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈注〉

ヂ健次r現代韓国の思想』（岩波書店　2000年）187頁

駒込武r植民地帝国日本の文化統合』（岩波書店　1996年）14頁

ここで使用している「パラダイム」とは、国家的イデオロギーを背景に自国の立場に傾斜し

た歴史研究または思想をさしている。
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遇合劃r民衆教育到馨ぎ到型フH』（皿睾コト掛人12001年）30頁

魯栄澤r日帝下民衆教育運動史』（探求堂、1979年）190頁

同上　128頁

火田民とは、日本でいう焼畑農民のことで、山の樹木を伐採し、又は焼き払ってその跡地に

作物を植え付け、2、3年問無肥料で農事をし、また新たな場所を求めて移動する農耕民を

さす。

機関誌r農民』（朝鮮農民社　1930年7月号）3－32頁

同上　6月号27－37頁

朝鮮総督府警務局編r最近に於ける朝鮮治安状況』（1933年　47頁）

r東亜日報』1925年10月2日

機関誌r朝鮮農民』1926年11月号　1頁

同上　2頁

同上　34頁

同上　36頁

「農村教育者表彰に関する各支部長の示達する内容」r朝鮮農民』（1927年9月号）

機関誌r朝鮮農民』1927年12月

同上1928年1月

r東亜日報』1927年2月4日

むしろを二つ折りにして袋状にしたもの。塩・穀物・石炭などを入れる。

魯栄澤、前掲書、150p

機関誌r朝鮮農民』1927年12月号18頁

識字教育の意味

機関誌r朝鮮農民』1928年

駒込武、前掲書、p112
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A　Hgstorgcall　examination　of　the　Korean　yagaku　in　the　g　920’s

］KIANEKO　Mitsuru

　In　this　paper，　1　discuss　that　we　need　to　sift　the　paradigm　of　the　research　about　social

education　in　Korea　when　Japan　colonized　Korea　from　1910　to　1945．

　There　is　much　research　about　the　change　of　society，　the　economical　structure，　the

colonial　rule，　and　the　national　liberation　movement．　However　there　is　a　lack　of　research

about　the　social　education　policy　of　Korea　under　Japanese　occupation　and　the　actual　con－

ditions　of　people’s　learning　and　education　in　colonized　Korea．

　The　purpose　of　this　paper　is　to　make　Korean　people’s　movements　of　learning　and　edu－

cation　during　colonized　Korea　clear．　This　research　should　be　done　through　illuminating

the　character　of　social　education　in　colonized　Korea　by　approaching　from　both　the　official

side　and　the　people’s　side．　Continuous　research　like　this　is　very　important　to　grope　for　a

new　paradigm　of　social　education　in　colonized　Korea，　because　research　about　the　social

education　at　the　time　was　done　one－sided．

　First，　1　focus　on　the　activities　of　learning　and　education　by　Korean　people　in　the

1920’s．　”The　IS‘　of　March”　represents　the　independent　movement　started　on　the　I　St　March

1919　after　which　”the　movement　of　people’s　education”　spread　rapidly　over　the　Korean

Peninsula．

　Second，　1　paid　attention　to　”peasants’　night　schools”　（No－min　Yagaku）．　Most　of　people

who　needed　education　were　peasants，　who　reached　over　800／o　of　the　population　of　the

Korean　Peninsula　at　that　time．

　1　examined　the　education　centrally　placed　with　literacy　in　”peasants’　night　schools”．　I

found　these　learning　and　teaching　activities　had　varieties　and　autonomy．　All　activities

about　people’s　education　have　been　considered　to　be　connected　to　”the　movement　of

resistance　to　Japan”．　lt　is　the　time　to　reexamine　this　paradigm　shift．
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